
医師の働き方改革
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 これまでの我が国の医療は医師の長時間労働により支えられており、今後、医療ニーズの変化や医療の高度化、少子化に伴う医療の担い手の減少が進む中で、医師個
人に対する負担がさらに増加することが予想される。

 こうした中、医師が健康に働き続けることのできる環境を整備することは、医師本人にとってはもとより、患者・国民に対して提供される医療の質・安全を確保する
と同時に、持続可能な医療提供体制を維持していく上で重要である。

 地域医療提供体制の改革や、各職種の専門性を活かして患者により質の高い医療を提供するタスクシフト/シェアの推進と併せて、医療機関における医師の働き方改革
に取り組む必要がある。

病院常勤勤務医の約4割が年960時間超、約1割が年1,860時間超の時間外・休日労働

特に救急、産婦人科、外科や若手の医師は長時間の傾向が強い

36協定が未締結や、客観的な時間管理が行われていない医療機関も存在

患者への病状説明や血圧測定、記録作成なども医師が担当

【医師の長時間労働】

【労務管理が不十分】

【業務が医師に集中】

労務管理の徹底、労働時間の短縮により医師の健康を確保する

全ての医療専門職それぞれが、自らの能力を活かし、
より能動的に対応できるようにする

質・安全が確保された医療を持続可能な形で患者に提供

現状 目指す姿

長時間労働を生む構造的な問題への取組対策 医療機関内での医師の働き方改革の推進

医療施設の最適配置の推進（地域医療構想・外来機能の明確化）

地域間・診療科間の医師偏在の是正

国民の理解と協力に基づく適切な受診の推進

適切な労務管理の推進

タスクシフト/シェアの推進
（業務範囲の拡大・明確化）

＜行政による支援＞
・医療勤務環境改善支援センター

を通じた支援
・経営層の意識改革（講習会等）
・医師への周知啓発等一部、法改正で対応

令和３年２月８日社会保障審議会医療部会 資料https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000735042.pdfをもとに作成



医師の働き方改革 2024年4月に向けたスケジュール
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2021年2月8日 社保審・医療部会 参考資料を基に作成

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

※時間外労働が年960時間を超えている医師がいる医療機関は、時短計画を作成し取り組むよう努め、
その時短計画に基づく取組（PDCA）に対して都道府県が支援

※第三者評価に関する規定は2022年4月施行

※都道府県の指定に関する事前
準備規定は2022年4月施行

時間外労働が年960時間以下の医師のみの医療機
関は都道府県の指定不要

特例水準の指定を受けた医療
機関

時短計画案の作成
都道府県の指定を受けようとする場合は、第三者評価を受審する前までに作成 医師についての時間外労働の

上限規制の適用開始
（改正労働基準法の施行）

労労務管理の適正化・タスクシフト／シェアの推進の取り組み

医療機関勤務環境評価センターによる第三者評価
労働時間実績や時短の取組状況を評価

都道府県による特例水準医療機関の指定
（医療機関からの申請）

地域医療への影響等を踏まえた都道府県の判断

連携B水準
B水準

C-1水準
C-2水準

※開始年限は、臨床研修部会等において検討
審査組織による医療機関の個別審査
特定の高度な技能の教育研修環境を審査

臨床研修・専門研修プログラムにおける
時間外労働時間数の明示C-1水準

C-2水準
※審査組織における審査に関する規定は2022年4月施行

時短計画に基づく取組み
特例水準適用者への追加的健

康確保措置
定期的な時短計画の見直し、

評価受審

連携B水準 B水準
C-1水準 C-2水準

※ 一医療機関は一つ又は複数の水準の指定
※ 特例水準は、指定の対象となった業務に従

事する医師に適用される。



医師の働き方改革 Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準の指定に当たっての基本的な流れ
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医療機関
医師労働時間
短縮計画の作成

評価機能による
評価

B・連携B・C水準の
指定申請

36協定の
締結 業務開始

•毎年PDCAサイクルで
見直し

•労働時間の実績と労働時間短縮に向けた
取組状況を評価
•評価受審後、必要に応じて追加的な対応

•B・連携B・C水準の対象となる
医療機能、プログラム/カリ
キュラムに限定して指定

•B・C水準の対
象業務・人数を
特定

•追加的健康確保措置の実施
•労働時間短縮に向けた取組

都道府県（勤務環境改善支援センター含む）

評価機能

都道府県医療審議会※

計画の提出
（必要に応じて
事前に相談）
※年１回の提出

評価受審

評価結果に応じて
計画の再提出

評価結果
の通知

指定申請

評価結果
の通知

評価結果を踏まえて、
多様な支援の提供（医療
機関内のマネジメント支
援、医師確保、地域医療
提供体制の機能分化・連
携等により支援）

評価結果及び追加
的な対応に係る確
認を踏まえて指定

・引き続きの支援
（追加的健康確保
措置の実施、労働
時間短縮に向けた
取組への支援）

・立入検査による追
加的健康確保措置
の実施確認

意見意見を聴取
C-2水準の対象医療機関としての36協定の締結に当たっては、
C-2水準の対象医療機関としての都道府県の指定のほか、審査
組織による審査（医療機関の教育研修環境、医師個人の特定高
度技能研修計画の内容）が必要。 ※実質的な議論は、医療審議会に設けられた分科会や地域医療対策協議会等の適切

な場において行うことを想定。
※C-1水準の指定に当たっては地域医療対策協議会において協議。

2020年12月22日 医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ 参考資料をもとに作成


